歳出・歳入一体改革の議論の中における国と地方のバランス論に対する見解

１　現在の基礎的財政収支が国は赤字で地方は黒字であることを根拠に、今後の歳出・歳入一体改革においては、国と地方との間でバランスのとれた財政再建策を講じる必要があり、場合によっては交付税率の見直しも聖域とすべきではないとの意見が見られるが、こういうたぐいの議論にはいくつかの疑問がある。

２　まず、その大前提として、国と地方との間のバランスということについての定義自体がはっきりしていないにもかかわらず、単に基礎的財政収支の数値だけで議論しようとしていることであり、この点については竹中総務大臣も再三経済財政諮問会議で指摘されている。また、小泉総理からも地方団体には国のような財政運営の自由度がないことを前提にどう考えるのかという問題提起がなされている。

３　この点については、再三、総務省からも経済財政諮問会議で問題提起がされてきている。そもそも、地方団体には地方税法に決められた枠内でしか課税権が認められておらず、実質的な課税権がきわめて小さい上に、地方交付税、国庫補助負担金なども国に依存する財源であり、地方団体の財源確保の自由度はきわめて限られている。そういった制度は、諸外国とも共通しており、そのような地方団体に多額の赤字を背負わせている国はほとんどなく、そういった比較も参考に議論していくべきであるとの主張である。
（注1） OECD諸国の中で、地方のプライマリーバランスが中長期的に赤字になっている国は、日本以外にほとんど例をみないと言われている。
（注2） 地方の債務残高の対GDP比をOECD諸国と比較すると、日本は他の諸国の平均値の約６．１倍となっており、国の債務残高の対GDP比が約２．３倍となっているのに比して非常に高い水準であると言われている。

４　しかも、地方の基礎的財政収支は黒字化しているといっても、地方財政はなお巨額の財源不足を抱えており、また累積する交付税特会の借入金残高や制度的赤字地方債の残高にも大きいものがある。なぜ、基礎的財政収支が黒字なのに、地方財源不足がなお巨額なのかであるが、従来、地方財政は３で述べたような理由から国よりもさらに健全財政主義で運営するように国に枠決めをされていたにもかかわらず、昭和５０年代以降地方財源不足が生じるたびに、国も財源不足のためにその原則が守られなくなり、臨時異例の措置として交付税特別会計の借り入れや特例的建設地方債の増発、制度的赤字地方債の発行等の措置を次々と拡大してきた経緯があるからである。現在、やっとその臨時異例の措置を景気回復による税収増や歳出削減努力等により少しずつ縮小してきており、そのことが地方の基礎的財政収支の黒字化となって表れているにすぎない。いわば、地方財政は悪い基礎的財政収支の均衡から、良い基礎的財政収支の均衡へと移行する途上にあるわけであり、そのことが国よりも一歩先んじているというのは事実であるが、それは地方財政の性格上、常に国よりも健全財政主義を貫くようにしてきたことによる現象である。しかも、こういった地方財政制度の基本的な考え方も財源不足時代の臨時異例の特例的借入金の制度化も、すべて地方の了解を得ることなく国の責任で法律により決めてきたことである。
５　このように考えると、今回の財政再建論議において、国と地方の基礎的財政収支がそれぞれ発散しないようにバランスのとれた策を講じるべきことは当然としても、仮にこれまでの国が取ってきた地方財政運営に関する基本的考え方に重大な変更を加えることになるようなことを提案するとすれば、その理由と地方財政の将来展望を地方に対して十分に説明し、納得を得た上で行うべきであろう。特に、交付税特会の巨額の借入残高については、本来交付税率を上げるべきであったにもかかわらず、また地方がその政策決定に関与できなかった（むしろ反対してきた）にもかかわらず、国の責任でそれが行われ、しかもそのことが原因となって長年にわたり交付税制度の持続可能性などという問題を提起され、地方を苦しめてきた経緯を国は重く受け止めるべきである。仮にこの交付税特別会計借入金の償還を先延ばしにするような提案をするとしても、単なる先延ばしではなく、交付税制度の持続可能性に今後問題が生じることのないような解決策を地方に対して提示すべきであろう。

６　次に、仮に国と地方の財政状況の間に放置できないアンバランスがあり、それを地方行財政制度の基本的考え方を変更することにより、何らかの方法で一定程度是正しようという合意が出来たとしても、国と地方の税財源配分の変更などという単純な解決方策は愚の骨頂であるということに留意しなければならない。小泉改革の基本は、あくまでも「国から地方へ」である。税財源を地方から国に吸い上げるなどというグロテスクな改革では決してあってはならないはずである。どうしても放置できないアンバランスがあり、それを一定程度是正するとの合意が出来たならば、その分に見合う事務・事業を徹底して地方に移譲する地方分権改革をさらに一層推進すべきである。国は、未だに国家の存立に関係ない、地方の利害に関する事務・事業を多く処理しており、二重行政、三重行政の弊害から脱しきれておらず、いわば非効率な財政構造を温存したままである。そのような非効率な構造を温存したまま国民に負担増を強いるわけには到底いかないであろう。
７　現在、国・地方を通じた歳出削減の議論が、政府・与党で行われているが、もっともダイナミックな歳出削減の手法は、歳出構造そのものをより分権的な構造に転換していくことである。そのことにより、国の地方支分部局の職員も大幅に削減できるし、補助金改革も進む。さらに地方に移譲した事務・事業にかかる税財源を移譲する際には、地方団体が地域住民のニーズを十分に勘案して、総合的かつ効率的なサービスを行うことを前提に相当程度の節約をかけた上で税財源を移譲すれば良いと考える。さらに、国税、地方税、社会保険料などの徴収一元化は、この際是非とも検討すべきであろう。国とか地方とか、国税庁とか社会保険庁とかいうことではなく、国・地方共同法人のような新しい制度を考案して、そこにすべての関係機関が徴収を委託し、専門家を集めて、お互いのノウハウを持ち寄るとともに、民間を活用したスクリーニング調査で徴収情報をすべて一元化して、効率的な徴収を行うというようなダイナミックな改革を打ち出すべきである。そのことが国民の負担増を減らす本当の意味の行政改革、歳出削減であると考える。
